
社会保険「適切な保険」加⼊について 
 以下の方は、社会保険未加入であっても「適切な保険」に加入していると認められますので、社会保険加入状況

確認の際はご注意ください。※下記以外の場合でも、勤務実態や年齢等により社会保険の適用を受けない場合があります。 

○個人事業主 

   ○個人事業の場合で、常用労働者が５人未満の事業所の従業員（任意適用 

事業所を除く。） 

   ○健康保険組合の保険に加入している方 

   ○適用除外承認を受けた国民健康保険組合の保険（建設国保等）に加入して

いる方 
 

○個人事業主 

○個人事業の場合で、常用労働者が５人未満の事業所の従業員（任意適用 

事業所を除く。） 

○個人事業主 
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